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ロシア連邦政府、国家安全保障等のために特許権等を実施することを連邦政府が許可した

際の対価に関する決議を公表 

 

2 0 2 2 年 3 月 9 日 

JETRO ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ事務所 

 

 ロシア連邦政府は、2022 年 3 月 7 日、ロシア連邦民法典第 1360 条第 1 項で定められた

国家安全保障等のために権利者の同意なく特許権等を実施することを、ロシア連邦政府が

許可した場合に実施者が支払う対価について、当該特許権等の保有者が非友好国1に登録地

を有する等の場合に、対価の額を特許権等の実施者の実際の収益の 0％とする決議を公表

し施行した。 

 

 ロシア連邦民法典第 1360 条第 1 項では、国家安全保障等のために権利者の同意なく特許

権等を実施することを、ロシア連邦政府が許可する権利を有する旨、許可する場合につい

ては、特許権者に対して合理的な対価が支払われることを条件とする旨を規定している。 

同条第 2 項では、「対価の額を決定するための手順およびその支払い手順」は、ロシア連

邦政府によって承認される旨規定している。 

今回の決議は、その「対価の額を決定するための手順およびその支払い手順」（2021 年

10 月 18 日付ロシア連邦政府令第 1767 号）の第 2 項に対し、以下の内容を追加するもので

ある。 

なお、本決議は、公式に発表された日（2022 年 3 月 7 日）から施行するとしている。 

  

＜追加された内容＞ 

ロシアの法人や自然人に対して非友好的な行為を行った外国に関連する特許権者（その特

許権者がそれらの国の市民権を有している場合、その登録地、先取的な事業活動の地、ま

たは活動から得られる先取的な利益の地がそれらの国である場合を含む）に関して、対価

の額は、発明使用権を行使した者の実際の収益の 0％とする。 

 

 

参考１：ロシア連邦民法典第 1360 条2（仮訳：抜粋） 

                                                   
1 2022 年 3 月 5 日に、ロシア連邦政府は、日本を含む米国、EU 諸国等を非友好国に指定。
http://static.government.ru/media/files/wj1HD7RqdPSxAmDlaisqG2zugWdz8Vc1.pdf 
2 ロシア連邦民法典の仮訳は、以下に基づき作成。 

・諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等（特許庁 HP） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/russia-minpou_no4.pdf 

・ロシア知的財産ニュースレター2021 年度第 1 号 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf 

 

http://static.government.ru/media/files/wj1HD7RqdPSxAmDlaisqG2zugWdz8Vc1.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/russia-minpou_no4.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2021_1.pdf


 2 / 2 
 

1. 国防及び国家安全保障並びに住民の生命及び健康の保護に関連する極度な緊急時に、ロ

シア連邦政府は、特許権者の同意なく、発明、実用新案又は意匠の使用を許可する権利を

有する。但し、特許権者に対し、可能な限り早く通知され、かつ、合理的な対価が支払わ

れることを条件とする。 

2. 対価の額を決定するための手順およびその支払い手順は、ロシア連邦政府によって承認

される。 

 

参考２：「対価の額を決定するための手順およびその支払い手順」（2021 年 10 月 18 日付ロ

シア連邦政府令第 1767 号） 

1. 本方法は、ロシア連邦政府が特許権者の同意なしに発明、実用新案又は意匠を使用する

決定を採択した場合に特許権者に支払うべき対価（以下、「対価」という）の額を決定する

手順及び対価を支払うための手順を定めるものである。 

2. 対価の額は、特許権者の同意なしに発明、実用新案又は意匠の使用権を行使した者が、

それぞれの発明、実用新案又は意匠が使用された商品の生産及び販売、仕事の遂行及びサ

ービスの提供による実際の収入の 0.5％とする。 

3. ～7. （略） 

 

－ 2022 年 3 月 7 日に公表された決議については、以下参照（ロシア語のみ） － 

➢ О  внесении изменения в пункт 2 методики определения размера компенсации, 

выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании 

изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка 

ее выплаты 

 

－ ロシア連邦民法典は、以下参照 － 

➢ Civil Code of the Russian Federation Part Four 

 

－ 「対価の額を決定するための手順およびその支払い手順」（2021 年 10 月 18 日付ロシ

ア連邦政府令第 1767 号）については、以下参照（ロシア語のみ） － 

➢ МЕТОДИКА определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю 

при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или 

промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты 

 

－ ロシア発：知的財産権ニュースレターは、以下参照 － 

➢ https://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/ru/ip.html 

 

（以上） 
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